


労働災害に伴う補償は、国の労災保険から公的な補償が行われて

いますが、昨今はそれ以外に事業主が何らかの上積み補償を求めら

れることが多く、そのための補償をめぐって争いが生じ、裁判にま

で発展するケースがみられます。このようなことを未然に防ぎ、委

託事業場の労働福祉に寄与するために設けられたのが、労保連労働

災害共済 (労災保険の上乗せ補償制度 )です。

労保連共済の掛金は、補償内容に

比べ安く設定されております。

なお、ご連絡いただければ、共済

掛金の見積りをいたします。

労働基準監督署長の支給決定を受
けた業務上災害・通勤災害について
補償されます。
※次の事由に起因する労働災害（これらの事
由がなければ発生又は拡大しなかった労働災
害を含みます。）については、共済金を支払い
ません。
(1) 共済契約者又はその事業場の責任者の故
意又は重大な過失
(2) 地震、噴火、津波
(3) 戦争、外国の武力行使、内乱その他これ
らに類似の事変又は暴動（群衆又は多数の者
の集団の行動によって、全国又は一部の地域
において著しく平隠が害され、治安維持上重
大な事態と認められる状態をいいます。）
(4) 核燃料物質（使用済燃料を含みます。）若
しくは核燃料物質によって汚染された物（原
子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発
性その他有害な特性又はこれらの特性による
事故

（その他職業性疾病 （ 労働基準法施行規則別表
第 1の2に列挙されている疾病のうち、被用者
等が長期間にわたり業務に従事することによ
り、その業務特有の性質又は状態に関連して
有害作用が蓄積し、発病したことが明らかな
ものをいいます。） による労働災害等一部除
外となる労働災害があります。）

事業主が労保連共済に加入すると

きは、申込書に掛金を添えて事務組

合に提出するだけで済みます。

また、掛金の計算は労災保険料の

計算に準じているので簡単です。

労災保険での支給決定に基づき、原
則として請求のあった日から３０日以
内に共済金を支払います。

共済金は、被災労働者の平均賃金

をもとに算出され、休業・障害・死亡

に対して手厚く補償されます。

休業共済金…労災保険と併せて、
１００％の収入を補償

障害共済金…障害等級１級から１４級
まで手厚く補償

死亡共済金…平均賃金をもとに最高
２,０００日分を補償  
（２口加入の場合)



8 月 1 日午前 O時から翌年 8月 1日午前 O時までの 1年間の加入の場合の掛金額

8月 1日午前 O時から翌年 8月 1日午前 O時までにご契約頂く場合の年間掛金額の計算式



・遺族の方に対して、平均賃金をもとに最高 2000日分が支

払われます (２口加入の場合 )。

・弔慰金として、死亡共済金とは別に一律30万円 (２口加入

の場合も 30万円 )が支払われます。



(２口加入の場合も 30万円 )



・全国労保連の会員事務組合に、事務処理を委託している事業主

となります。

・加入期間は、毎年８月１日午前０時から翌年８月１日午前０時

までの１年間です。中途から加入するときは、掛金は月割り計

算いたします。なお、有期の建設事業についてはその期間のみ

の契約もできます。

・貴社の従業員 ( 臨時、パート、アルバイト等も含む ) と特別加

入者(事業主、一人親方等)となります。なお、建設の事業であっ

て、請負金額に労務費率を乗じて得た額を、賃金総額とみなし

て掛金を算出する場合には、貴社の下請け従業員も対象となり

ます。

・掛金は、毎年７月31日までに事務組合を経由して全国労保連に

払い込みいただきます。( 年度途中から契約する場合は、契約

日の前日までに事務組合を経由して全国労保連に払い込みいた

だきます。)

掛金を払い込んでいない場合は、払い込みがあった日までの間

に発生した労働災害については、共済金のお支払ができません

のでご注意下さい。

※共済金の請求には、労災の申請の際に労働基準監督署に提出した書類の写しや、
労働基準監督署長から被災労働者に送付される支給決定通知書の写しが必要にな
りますので、大切に保管しておいて下さい。　なお、共済金は全額を被災労働者
(死亡共済金・死亡弔慰金の場合は遺族) の方にお渡しいただきます。
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労保連共済は、公共工事入札のた

めの経営事項審査において、加点さ

れるための要件を全て満たしており

ます。( この場合、掛金のもととな

る賃金総額は、請負金額に労務費率

を乗じて算出します。)

なお、経営事項審査の際に必要な

加入証明書は、随時発行しています

のでお申し出下さい。

貴社が元請から下請けした工事（下
請事業）に係る労災事故については、
元請の事業主が下請工事現場を包括し
て労保連共済に加入していないと、労
保連共済の補償が受けられませんが、
貴社が元請から下請けした工事のすべ
てを一括して、「下請特約」に加入す
ることにより、労保連共済の補償が受
けられるようになります。
なお、加入方法は通常の契約と若干

異なりますので、詳細につきましては
別途お問い合わせ下さい。

事業主が負担する掛金は全額損金

として認められます。また、支払わ

れる共済金は課税所得となりませ

ん。

労災保険に特別加入している事業

主、一人親方等も加入できます。ま

た、臨時、パート、アルバイトにつ

いても、常用労働者と同様に補償の

対象となります。

３年以上継続加入し、労災事故が

ない等の一定の要件を満たす事業場

については、掛金の割引を行います。

(メリット制度 )



(23.10) 

鉄筋カッターの点検中に右手が巻き込まれたもの

業 種
契 約 内 容
被 災 者
災 害 発 生 日

災 害 発 生 状 況

休 業 共 済 金
障 害 共 済 金

機械器具製造業（労働者３人・特別加入者１人）
Ⅲ型Ａ（掛金額36,410円）
作業員（男50歳　給付基礎日額11,485円）
平成19年 1月22日
工場内にて鉄筋カッターの防御カバーをはずし、機械を作動させながら内部を点検中、ギアとギアの間に右手が巻
き込まれたもの（左手第2～5指切断）
2,508,324円（1,092日分）
4,594,000円（障害等級8級　400日分）

業 種
契 約 内 容
被 災 者
災 害 発 生 日

災 害 発 生 状 況

休 業 共 済 金
障 害 共 済 金

自転車で帰宅途中の災害（通勤災害）

清掃、火葬又はと畜の事業（労働者11人・特別加入者3人）
Ⅲ型Ａ・Ⅲ型Ｂ（掛金額345,690円）
ゴミ回収（男52歳　給付基礎日額14,609円）
平成21年 6月26日
会社から自転車で帰宅途中、石につまずき左側に転倒し負傷したもの
（左鎖骨骨幹部骨折）
184,023円（63日分）
1,460,900円（障害等級12級　50日×2口＝100日分）

業 種
契 約 内 容
被 災 者
災 害 発 生 日

災 害 発 生 状 況

死 亡 共 済 金
死 亡 弔 慰 金

軽トラックにて市道を走行中、対向車線側の電柱に衝突したもの（特別加入者の災害）

卸売業・小売業・飲食店又は宿泊業（労働者12人・特別加入者4人）
Ⅲ型Ａ（掛金額46,630円）
代表取締役（男54歳　給付基礎日額20,000円）
平成21年 8月6日
自社の作業場に軽トラックにて従業員を１人連れて行き、帰る途中の市道で、カーブを曲がりきれずに対向車線の
電柱に衝突したもの
20,000,000円（1,000日分）
300,000円

業 種
契 約 内 容
被 災 者
災 害 発 生 日

災 害 発 生 状 況

死 亡 共 済 金
死 亡 弔 慰 金

工事現場にて木棚に足がひっかかり２ｍの高さから落下したもの

建築事業（労働者4人・特別加入者2人）
Ⅰ型Ａ（掛金額146,870円）
左官（男64歳　給付基礎日額8,758円）
平成21年 3月5日
境内にて庫裡改築工事のためのブロック積みの作業中、木棚に足がひっかかり、誤って2メート程の高さから落下
したもの
5,254,800円（600日分）
300,000円


